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令和６年第２回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 開催日時 令和６年２月 15日（木）午後１時 30分～午後１時 50分 

 

２ 開催場所 春日井市役所９階 教育委員会室 

 

３ 出席者 

【教育長】 水田 博和  

【委 員】 向 文緒  

【委 員】 竹田 卓弘  

【委 員】 浅井 敦臣  

【委 員】 河合 香吏  

   

【事務局】 教育部長 西野 正康 

 文化スポーツ部長 大橋 弘明 

 教育総務課長 中山 一徳 

 同  課長補佐 田之上 愛子 

 同  担当主査 加藤 恵子 

 同  主任 倉知 美香 

 学校教育課長 大城 達也 

 同   主幹 加藤 喜英 

 同   指導主事 梶田 英男 

 同   課長補佐 山﨑 俊介 

 学校給食課長 加藤 純也 

 文化財課長 村松 一秀 

 野外教育センター所長 生倉 勉 

  同      主幹 坂野 年伸 

 文化・生涯学習課長 田中 芳樹 

 スポーツ課長 林 一元 

 図書館長 四ツ倉 光一 

 食育推進給食会企画経営課長 長江 泰典 

   

   

４ 議 題 

⑴ 「県民の日学校ホリデー」における学校閉校日の実施について 
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５ 報 告 

⑴ 県指定文化財の指定について 

 

６ 議事概要 

教育長 本日の傍聴者はありません。 

 

教育長 春日井市教育委員会会議規則第６条第２項の規定により、会議

録署名人は、向委員を指定。 

 

教育長 

(報告事項) 

 ２月に入り、県は独自に「第10波」宣言を行いました。新型コロ

ナ感染者数の増加、高齢者施設や医療機関でのクラスターも増加

しています。市内小中学校では、３学期当初はインフルエンザによ

る学級閉鎖でしたが、最近ではコロナによる学級閉鎖も出てきま

した。各校においては、換気や手洗い等基本的な感染対策を進める

よう指導しています。 

中学校の卒業式は３月６日です。この時期は生徒指導上の問題

が起こりがちですが、現在は各学校とも落ち着いていると把握し

ています。卒業生・保護者にとって感動のある卒業式が行われるよ

う、今後も万全な体制を取って参ります。 

愛知県公立高等学校入学者選抜は、令和６年度入試から、Web出

願に変わりました。全ての課程及び全ての選抜において、オンライ

ンで手続きできるWeb出願や志願変更は、Web出願システムにより

行い、出願書類の持参や郵送は原則不要となるなど、新しい入試選

抜制度で実施されています。推薦選抜・一般選抜いずれも実施日が

早まり、一般選抜の学力検査は２月22日、面接はＡグループが26

日、Ｂグループが27日と卒業式前に実施され、合格発表は３月８日

です。 

各学校では、令和５年度の取り組みについて評価をし、令和６年

度の構想を練っているところです。校長会議などの機会を通して、

児童生徒や地域の実態に合った教育活動を進めていくよう、学校

経営の重点目標をより具体的に示すよう指示して参ります。 

 

教育長 １ 議題 

⑴ 「県民の日学校ホリデー」における学校閉校日の実施につい 

て 
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学校教育課主

幹 

 

 資料に基づき「『県民の日学校ホリデー』における学校閉校日の 

実施」について説明。 

 

向委員 

 

「県民の日学校ホリデー」における学校閉校日は月曜日になる

が、図書館等は開館するのか。 

 

学校教育課主

幹 

 

 図書館等の施設とは調整していません。 

 今年度は金曜日であったが、令和６年度を11月25日（月）にした

のは、小学校の修学旅行が11月22日（金）まで実施されるためと、

連続した休日を設定するためである。 

 

教育長 

 

 今後の課題、調整とします。 

教育長 採決の結果、全員一致で「資料のとおり」決定。 

 

教育長 ２ 報告事項 

⑴ 県指定文化財の指定について 

 

文化財課長 

 

 資料に基づき「県指定文化財の指定」について説明。 

浅井委員  文化財における国や県の「指定」と「登録」の違いは何か。 

 

文化財課長 指定文化財には、「国指定」「県指定」「市指定」があり、それぞ

れの宝として指定をする。「登録」は、「指定」まではいかないが、

地域にとって大切な物なので、指定の補完・補填をするような制度

である。「指定」は文化財の修理や保管、環境整備について補助が

出るが、「登録」には修理等の補助制度はない。 

 

浅井委員 「登録」から「指定」になる場合もあるのか。 

 

文化財課長  あります。 

 

 ○参考資料について 

 

河合委員 中学校で、定期的にいじめ・不登校の相談に来る生徒は何人ぐら
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いいるのか。同じ相談員が同じ生徒に対応しているのか。例年より

そうした生徒が増えているのか。 

 

学校教育課長 

 

資料に記載のある件数は「延べ」で、人数は分からないが、同じ

生徒が同じ相談員に毎週もしくは２週間に１回程度相談に来てい

る場合もある。 

 

 

上記のとおり、議事の経過及びその結果を明確にするためにこの会議録を作成し、

教育長及び指定された会議録署名人が署名する。 

 

令和 ６年 ３月 28日 

 

教育長  水田 博和            

 

 

署名人  向 文緒 


